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（　　　　　　　　　　　　　      ）△232,367,239円単年度収支額

　
第
1
3
5
回
組
合
会
に
お
い
て
、任
期
満
了
に
伴
う

役
員
改
選
が
行
わ
れ
、愛
知
県
歯
科
医
師
国
民
健
康

保
険
組
合
の
第
31
期
新
役
員
が
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

任
期
は
令
和
7
年
8
月
1
日
〜
令
和
9
年
7
月
31
日

ま
で
と
な
って
お
り
ま
す
。

愛
知
県
歯
科
医
師

国
民
健
康
保
険
組
合 

役
員
名
簿

歳入歳出決算歳入歳出決算令 和 6 年 度

1,311,185,697円
繰越金

883,251,699円
国庫支出金

4,977,449,200円
国民健康保険料

1,424,426,286円
後期高齢者支援金等

3,388,590,065円
保険給付費

566,462,797円
前期高齢者納付金
525,273,991円
介護納付金

173,912,000円
共同事業交付金

1,047,685円
諸収入
654,656円
財産収入

0円
県支出金

0円
繰入金

4,796,808円
出産育児交付金

1,078,818,458円
令和7年度会計へ繰越

※内訳
●医療給付費分
  （前期高齢者分含）
3,356,950,100円

1,128,964,900円
●後期高齢者支援金分

491,534,200円
●介護納付分

1,078,818,458円歳入歳出差引残額

7,352,297,745円 6,273,479,287円

歳 入 歳 出

59,850,496円
保健事業費
4,200,000円
積立金

1,330,888円
組合会費

12,077,639円
諸支出金

184,528,584円
共同事業拠出金等

106,738,541円
総務費

令
和
7
年
7
月
24
日（
木
）　
愛
知
県
歯
科
医
師
会
館

＊
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合
会
が
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さ
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ま
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た
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合
会
が
開
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さ
れ
ま
し
た

　

日
頃
よ
り
当
組
合
の
事
業
運
営
に
関
し
ま
し
て
、格
別
の
ご
理
解
と
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
今
、少
子
化
に
よ
る
総
人
口
の
減
少
や
、被
保
険
者
の
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
移
行
、事
業
所
の
法
人
化
な
ど
に

よ
り
、国
保
組
合
の
被
保
険
者
数
は
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
中
、国
保
組
合
の
財
政・組
織
基
盤
を
確
保

す
る
た
め
に
、厚
生
労
働
省
等
に
対
し
、国
保
組
合
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
予
算
維
持・充
実
、組
合
特
定
被
保
険
者
に
係
る

補
助
率
の
引
上
げ
、高
額
医
療
費
共
同
事
業
補
助
金
の
増
額
、国
保
組
合
の
新
設・地
区
拡
張
の
取
り
扱
い
の
緩
和
、健
康

保
険
適
用
除
外
承
認
の
取
り
扱
い
の
緩
和
、運
営
基
盤
の
拡
大
を
図
る
国
保
組
合
へ
の
支
援
な
ど
を
働
き
か
け
て
い
る

も
の
の
、実
現
に
は
至
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、財
政
制
度
等
審
議
会
が
5
月
27
日
に
公
表
し
た
建
議
書
で
は
、国
保
組
合
へ
の
定
率
国
庫
補
助
に
関
し
て
、平
成

28
年
度
か
ら
5
年
間
を
か
け
て
所
得
に
応
じ
た
見
直
し
を
行
っ
た
こ
と
に
触
れ
つ
つ
も
、さ
ら
な
る
見
直
し
が
不
可
欠
と

し
て
い
ま
す
。特
に
、「
所
得
水
準
の
高
い
国
保
組
合
に
も
下
限
13
％
の
国
庫
補
助
が
残
存
す
る
こ
と
は
、応
能
負
担
の

徹
底
や
保
険
者
機
能
の
さ
ら
な
る
発
揮
の
観
点
か
ら
大
き
な
課
題
」と
さ
れ
、所
得
水
準
の
高
い
国
保
組
合
に
対
す
る
定
率

補
助
の
廃
止
も
含
め
た
抜
本
的
な
財
政
支
援
の
見
直
し
を
検
討
す
べ
き
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、今
後
も
そ
の
動
向
を

注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。な
お
、財
務
省
が
毎
年
度
実
施
す
る「
予
算
執
行
調
査
」で
は
、今
年
度
の
調
査
対
象
に

国
保
組
合
の
医
療
給
付
費
に
定
率
補
助
な
ど
を
行
う
療
養
給
付
費
補
助
金
が
選
ば
れ
て
お
り
、そ
の
調
査
結
果
と
し
て
、

定
率
補
助
の
区
分
や
補
助
率
、保
険
料
等
の
今
後
の
改
善
点
や
検
討
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

制
度
改
正
面
に
関
し
て
は
、従
来
の
保
険
証
が
廃
止
さ
れ
、マ
イ
ナ
保
険
証
へ
と
移
行
し
ま
し
た
。こ
れ
に
伴
い
、「
資
格

確
認
書
」等
の
発
行
、被
保
険
者
へ
の
周
知
、シ
ス
テ
ム
改
修
な
ど
、事
務
局
に
は
多
大
な
業
務
負
担
が
生
じ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、令
和
8
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
る「
子
ど
も・子
育
て
支
援
金
」に
つ
い
て
は
、す
べ
て
の
医
療
保
険
者
が
保
険
料
と
合
わ

せ
て
支
援
金
を
徴
収・納
付
す
る
こ
と
と
な
り
、被
保
険
者
に
新
た
な
負
担
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。こ
の
ほ
か
に
も
、

継
続
審
議
と
な
っ
て
い
る
医
師
偏
在
是
正
対
策
へ
の
拠
出
金
、被
用
者
保
険
の
適
用
拡
大
、高
額
療
養
費
制
度
の
見
直
し
、

出
産
費
用
の
保
険
適
用
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
山
積
し
て
お
り
ま
す
。

　

国
保
組
合
は
医
療
保
険
者
の
中
で
は
比
較
的
小
さ
な
集
ま
り
と
は
い
え
、国
民
皆
保
険
達
成
以
前
か
ら
業
種
単
位
で
結
成

さ
れ
た
歴
史
あ
る
医
療
保
険
者
で
あ
り
、相
扶
共
済
の
精
神
で
徴
収
・
給
付
か
ら
健
康
づ
く
り
ま
で
を
一
体
的
に
行
う

こ
と
で
、国
民
皆
保
険
の
一
翼
を
担
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、当
組
合
に
お
い
て
も
、

歯
科
医
師
と
そ
の
従
業
員
、家
族
に
よ
る
相
扶
共
済
の
理
念
に
基
づ
き
、将
来
的
に
も
持
続
可
能
な
制
度
運
営
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、健
康
の
維
持
増
進
な
ど
に
留
意
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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０
９
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インフルエンザ予防接種

補助金事業をご利用ください

※添付書類は領収書以外認められません。(接種済証明書は不可)
※領収書名は被接種者の個人名でお願いします。（歯科医院名は不可）

1 被接種者の氏名
2 接種年月日
3 接種費用
4 医療機関名

（予防接種代、ワクチン代は不可）

6 領収書の但し書きには必ず
インフルエンザ予防接種代と

明記されていること

5 医療機関印（領収印）領収書は右記 ～ の
記入が必要です。

1 6

領収書

注意事項

支給方法6. 書類等を審査し支給決定後、翌月末までに、ご指定の口座に振り込みいたします。

申請期間4. 令和7年11月1日～令和8年3月31日消印分まで

申請方法5. インフルエンザ予防接種補助金支給申請書・領収書（コピー可）を
医院ごとで取りまとめてご申請ください。

対 象 者１.

接種期間3. 令和7年10月1日～令和8年2月末日

補助金額2. １,０００円（1人接種期間内1回に限る）

申請するときはココに注意！

愛知県歯科医師国保

パソコンやスマホから、いつでも
国民健康保険の情報をチェックで
きます。資格取得・喪失届等、各種
申請書類のダウンロードなど役立つ
コンテンツもたくさん！ぜひ、ご活用
ください。

https://aishik.jp/

各種申請書類はホームページからダウンロードが可能です。

加入者全員

愛知県医療信用組合の口座への振込にご協力をお願いいたします。
愛知県医療信用組合以外の金融機関に振込を希望される場合は、補助金額から振込
手数料を差し引いて振り込みます。
愛知県医療信用組合に口座をお持ちでない先生は、口座を開設いただきますようご協力
をお願いいたします。

振込に
ついて

補助内容

加入者のみなさまを対象に、健康保持推進と医療費適正化のためインフルエンザ予防接種費用の
一部を補助します。実施要領をご確認のうえ、申請をお願いいたします。

令和7年度

ホームページを
ご活用ください

愛知県歯科医師国保組合の
令和8年度より、国の少子化対策の一環として、国保組合に「子ども・

子育て支援金」を代行徴収することが義務づけられました。具体的

には、毎月みなさまに納めていただく国民健康保険料に上乗せして

「子ども・子育て支援金」が徴収され、国に納められることになります。

国保組合が行うのは、介護保険料と同様、事務的な徴収と国への

納付のみです。

支援金は、子ども・子育て世代を
支える事業に充てられます

乳児等のための
支援給付

妊婦のための
支援給付

児童手当の
拡充

育児時短
就業給付

開始時期 令和8年4月保険料から 詳しくはこちら
（子ども家庭庁）

「子ども・子育て支援金」の納付が始まります「子ども・子育て支援金」の納付が始まります

令和8年度から

など

国の法改正により、従来の保険証は新規発行が廃止され、令和7年7月31日の有効期限
をもって完全に利用が終了しました。今後、医療機関を受診する際には、マイナ保険証
（保険証利用登録をしたマイナンバーカード）をご利用いただくのが基本となります。

マイナ保険証とセットで「資格情報の
お知らせ」または「マイナポータルの
資格情報画面」を提示してください。

マイナ保険証の取得・登録が
まだの方は、当組合から交付
する「資格確認書」を受付で

提示してください。

マイナ保険証での受診が基本になりましたマイナ保険証での受診が基本になりました

現在の医療機関のかかり方現在の医療機関のかかり方

または

個人番号
カード

氏名

住所

○ ○ ○ ○ ○

個人番号
カード

氏名

住所

○ ○ ○ ○
○

マイナ
保険証

0120-95-0178マイナンバー総合
フリーダイヤル

マ        イ      ナン     バー

受付時間（年末年始を除く）／平日：９：30～20：00   土日祝日：９：30～17：30

マイナ保険証の取得・
登録方法についてはこちら

厚生労働省

●国の法改正やマイナ保険証に関するお問い合わせ

紛失・盗難等による一時利用停止については24時間365日受付

選択するのが
おすすめ！

を

カードリーダーの
不具合などでマイナ保険証が
使えないときは？

受付のカードリーダーに
マイナ保険証を置く1 ※マイナンバーカード受け取り時に

　設定した4桁の番号

顔認証または暗証番号※を入力2
※診療や手術、薬、健診結果

過去の医療情報※提供
への同意確認をする3

どちらか
選べます

受付完了！！

過去の
医療情報等
の提供に
同意
しますか？

個別に同意する

全て同意する

暗証番号を
入力してください

1 2 3

4 5 6

7 8

0

9

●●●●

顔を枠内に
入れてください

マイナ
ポータル

切り取った
「資格情報のお知らせ」

マイナ保険証を
お持ちでない方は

「資格確認書」で受診を

マイナ保険証を
お持ちでない方は

「資格確認書」で受診を

全て同意する
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ゆったり指導タイプ

コミュニティスペース
旧調剤室個室・待合室

A

B

気軽に指導タイプ

調剤カウンター・待合室
店舗フロア

C

D

では店舗により、
健康相談の実施場所が異なります
ス ギ 薬 局

※写真は一例です。初回健康相談時にお好きな商品を1つお選びいただけます。

♪
約3,000円約3,000円

初回健康相談でもらえます
相当！！

特定保健指導は、生活習慣を改善する約3ヵ月間
の支援プログラムです。
スギ薬局の管理栄養士が全力でサポートします！
ぜひ、お気軽にお申し込みください。

スギ薬局の特定保健指導

お問い合わせお問い合わせ

※店舗に直接お問い合わせいただいても、担当スタッフが不在のため対応いたしかねます。ご不明点は上記番号にお問い合わせください。

特定保健指導の制度について

愛知県歯科医師国民健康保険組合（担当）
TEL 052-962-9539
〈受付時間〉9：00～17：00（平日のみ）

本プログラムについて

TEL 0562-45-2723
スギ薬局 特定保健指導（担当）

〈受付時間〉10：00～18：00（平日・土日祝日を含む）

〈さまざまなサポート体制〉

ご希望のスギ薬局の店舗にて
カラダ改善プランを一緒に立てます

カラダ改善に向けて気になることを確認できます

取り組み内容の振り返りを実施します

振り返り振り返り

受けやすい！受けやすい！

続けやすい！続けやすい！

安心サポート！安心サポート！

※実施は店舗営業時間に準ずる

自宅、会社近くの店舗利用
平日および土日祝日も実施可能

※測定機器は一部の店舗のみ利用可能

プログラム終了後も店舗にて気軽に相談
各種測定機器を継続して利用可能

メール 電話ネット対面2
STEP

3
STEP

1
STEP

初回健康相談初回健康相談

生活習慣の改善生活習慣の改善

が
受けられます

が
ご自宅近くのスギ薬局でご自宅近くのスギ薬局で

受けられます
特 定 保 健 指 導

管理栄養士と一緒に
健康なカラダを
目指しませんか？

参加費

0円円

プログラムの流れ

参加者特典

くすり
スギ薬局

くすり
スギ薬局

生活習慣や体の状態が
どのように変わったかなどを、
面談や電話・メールで確認します。

3ヵ月後

メタボのリスクが高いと判定された方には、案内をお送りします。
特定保健指導を実施している契約医療機関等で受けてください。

※特定健診・特定保健指導を、当組合と契約している東海四県（愛知・岐阜・三重・静岡）の医療機関で受診した場合は、費用負担はありません。

目標に沿って生活習慣の
改善を実践

※メタボのリスクが高い方はよりきめ細かい
　サポートが受けられます。

「スギ薬局の特定保健指導」もご利用いただけます。詳しくは左のページをご覧ください。

今年度の健診をまだ受けていない方は、
忘れずに健診を受けて、生活習慣病の芽を早めにつみとりましょう。

特定保健指導は脱メタボのチャンス！ あなたの健康づくりを応援します！

油断は禁物！！ 
先延ばしにしないで

※健診を受けるときに、通院中であることを伝えてください。

個別面談またはグループ学習を行い、
生活習慣を振り返って
一人ひとりに合った目標を立てます。

初 回

食べすぎや運動不足などの生活習慣が積み重なって起こる、

メタボリックシンドローム（以下メタボ）。特定健診・特定保健

指導は、その予防や早期発見・早期治療のために毎年１回

行われており、40歳以上の被保険者の方は全員、受ける

ことになっています。年１回は必ず受診しましょう。

※今年度中に40歳から75歳になられる方が、当組合の指定医療機関にて人間ドックや歯科医師国保健診を受診される場合にも、
　特定健診の受診券をご持参ください。

今年度中に40歳から75歳になられる
方には、6月に特定健診の受診券を
送付しました。受診の際には受診券
を必ずご持参ください。

特定保健指導を受けましょう!特定保健指導を受けましょう!
特定健診の結果、対象となった方は特定健診の結果、対象となった方は

健診では全身の状態をチェックできます。
通院中の方も必ず受けてください。

気になる症状があれば病院に行くから
血液や血管の状態は、自分ではわかりません。
メタボや生活習慣病を見つけるには、
健診が最も有効な手段です。

忙しくて予定が立てられないから
基本的な健診なら半日程度ですみます。
病気が悪化し、長期間入院しなければ
ならなくなったら、本末転倒です。

持病で通院し、検査を受けているから

年1回の特定健診で健康チェック！
生活習慣改善のチャンス

年1回の特定健診で健康チェック！
生活習慣改善のチャンス

愛 歯 国 保 お 知 ら せからの

対象者は で
受けられます！

無 料
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その他、愛歯国保だよりに関するご意見・ご感想などをお聞かせください。

①従来の〇〇〇は令和7年7月３１日をもって利用が
終了しました。

③ポリファーマシーによって薬剤費が増えると、
〇〇〇の増大につながります。

ヒント…11ページ

②インフルエンザの予防接種に対して〇,〇〇〇円の
補助があります。　

ヒント…5ページ

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※応募ハガキにご記入いただいた個人情報は、賞品の発送以外の目的
　には使用いたしません。

●送り先：〒460-0002 名古屋市中区丸の内3丁目5-18
●締切日：令和7年11月14日（金）必着

解答
①
②
③
ご意見・ご感想
健康保険の記号・番号
氏名
住所
電話番号

記入例

クイズ全問正解者の
中から、抽選で10名
様に「QUOカード」を
差し上げます。

賞 品

非就業の正組合員および

その家族の歯科領域における

診療費の給付について

ハガキに右記を明記のうえ、愛歯国保宛に
お送りください。

詳しくは当組合までお問い合わせください。詳しくは当組合までお問い合わせください。

非就業の正組合員の先生とその家族の組合員の
方で、歯科の診療を希望される場合は当組合まで
お問い合わせください。申請いただくことにより受診
いただける場合があります。

愛歯国保クイズ

プレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーン
本誌をよく読んで
次の①～③の空欄を
埋めてください。

クイズに答えて「QUOカード」を当てよう！クイズに答えて「QUOカード」を当てよう！

クイズ正解者の中から、抽選で当たる！

ヒント…4ページ

応募方法

※ただし窩洞形成・充形・充填・充填材料については可です。

正 組 合 員

正 組 合 員 の 家 族

準 組 合 員

準 組 合 員 の 家 族

×

×

×

×

◯

◯

自院での診療
（自家診療）

他院での診療
（他家診療）

※歯冠修復および欠損補綴は不可

※歯冠修復および欠損補綴は不可

被保険者に対する
給付範囲

自院での診療はすべて不可。

他院の準組合員およびその家族については

すべての診療が可。

他院の正組合員およびその家族を診療した場合、

「歯冠修復及び欠損補綴」欄についての保険請求は不可。

当組合は歯科医師国保という特殊性から、

歯科医療費の保険請求の自粛をお願いしております。

ご 協 力 く だ さ い

ご不明な点は当組合までお問い合わせください。ご不明な点は当組合までお問い合わせください。

自家診療 他家診療

ココに注意！

1

2

3

歯科医院
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原因がはっきりしている外傷性の負傷で、
慢性に至っていないものに限られる

※骨折・ひび・脱臼は、緊急の場合を除き、あらかじめ
　医師の同意を得る必要があります。 
※内科的原因による疾患は含まれません。

健康保険が使える使える

骨折 捻挫
打撲
肉離れ（挫傷）脱臼

ひび（不全骨折）

など

健康保険が使えない使えない
日常生活からくる肩こり、筋肉疲労
症状の改善が見られない長期にわたる施術

保険医療機関で治療中の負傷

勤務中、通勤途中の負傷（労災保険対象）

脳疾患後遺症などの慢性病

ポリファーマシーをご存じですか？ポリファーマシーをご存じですか？
ポリファーマシーとは、単に服用する薬が多いことではなく、複数の薬を服用することで副作用を起こしたり、

薬ののみ忘れやのみ間違いをしたりなど、体に害をなす恐れがある状態のことです。

医師や薬剤師に相談する マイナ保険証、お薬手帳を活用 「はしご受診」を控える

※薬との因果関係がはっきりしないものを含め、患者に生じた好ましくない、
　あるいは意図しない兆候、症状、または病気。

薬物有害事象には、ふらつきや転倒、記憶障害、せん
妄、抑うつ、食欲低下、便秘、尿失禁など、さまざまな
ものがあります。薬が追加されたり、変わったりした
後は、とくに注意しましょう。

多くの薬が処方されることで薬剤費が増えて医療費
の増大につながり、患者負担も増加することになり
ます。また、薬が多いためにのみ忘れて残ってしまう
残薬の問題にもつながります。

薬の種類が多い場合は、医師や薬剤
師に相談を。かかりつけ医やかかり
つけ薬局をもてば、服用中の薬を
把握してもらえます。自己判断で
服用を中断するのは危険です。

必ず領収書・明細書をもらいましょう

領収書・明細書を必ず受け取り、金額や施術内容を確認
してください。もし実際と違っている内容があれば、当組合
にご連絡ください。

「療養費支給申請書」はよく確認して署名を

「療養費支給申請書」に記載されている負傷原因、負傷名、
日数、金額をよく確認し、自筆で署名してください。

医師や薬剤師が過去の
処方薬等を確認でき、
薬が重複するリスクを
減らすことができます。

同じ病気やけがで複数の医療
機関にかかる「はしご受診」は、
検査や投薬が繰り返されて体に
負担がかかり、薬の種類も多く
なることがあります。

健康保険が
使えるケースは
限られて
います

接骨院・整骨院にかかるときの注意点

接骨院や整骨院の看板等に「各種保険取扱」や
「医療保険療養費支給申請取扱」と書かれていても、
すべての施術に健康保険が使えるわけではあり
ません。接骨院・整骨院にかかるときのルールを
知っておきましょう。

知って

おきたい！
接骨院・整骨院の
かかり方

接骨院・整骨院の
かかり方

ポリファーマシーの問題点

ポリファーマシーを防ぐには？

多剤服用により、副作用や
薬物有害事象※が発生する1 医療費の増大や残薬にも

つながる2

おくすり
手帳

個人番号
カード

氏名

住所

○ ○ ○ ○ ○

当組合では、健康保険を使って接骨院・整骨院の施術を受けた方に、後日、
施術日や施術内容、負傷原因等を確認させていただく場合があります。みなさま
の保険料を適切に使用するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

当組合から施術内容等を
確認させていただく
場合があります

セルフメディケーション税制

体調管理を行い、
年に１回健診を受ける

セルフメディケーションとは、日ごろから体調管理を行い、軽い症状には市販薬を活用するなどし、
自分の健康を自分で管理することです。セルフメディケーションを行うと、健康維持はもちろん、
医療機関を受診する手間や時間が減り、医療費の節約にも役立ちます。

一般価格よりお得に利用できる、施設利用券のご案内です。
お申し込みは下記をご確認ください。

（時間外は取り扱いできません）
平日 9：00～12：00／13：00～16：00

TEL052-962-9539
◆入場券売り場の窓口にて割引券を提示し、
　入場券をご購入ください。

◆利用はお1人様1回（1枚）限りとなります。
◆他の割引との併用はできません。

利用したい施設をお電話にてお申し出ください。
当組合より割引券（加入者の人数分）を
発行いたします。

利用方法

契約保養所の
申込方法

受付時間

ラグナシア
各種イベント・詳しい情報は

ナガシマリゾート

各種イベント・詳しい情報は

ラグーナテンボス

のご案内のご案内契約保養所契約保養所契約保養所

実践しよう！ セルフメディケーション実践しよう！ セルフメディケーション

運動、食事、睡眠を意識し、疲れやストレスを感じたら
しっかり休むなど、日ごろの体調管理はセルフメディケー
ションの基本です。また、年1回の健診で健康状態を把握
するとともに、病気の予防や早期発見に努めましょう。

急な体調不良などで「病院に行くべき？」「救急車を呼ぶ
べき？」と迷ったら♯7119に電話で相談を。お子さんの
場合は♯8000（こども医療電話相談）が利用できます。

を利用する

高い場合　迅速に救急出動を手配
低い場合　医療機関や受診のタイミングなどをアドバイス

緊急性

♯7 1 1 9 ♯8 0 0 0

軽い不調には市販薬や
セルフケアで対処する

かぜのひき始めや軽い頭痛、胃もたれ
などには、市販薬（OTC医薬品）を活用
しましょう。とくに、処方薬と同じ有効
成分を含む「スイッチOTC医薬品」は
高い効果が期待できます。

症状が重いまたは長引く場合は、医師の診察を受けましょう。

詳細はこちら

組合員の
みなさまへ

健診を受けるなどの健康管理を行っている人を対象と
して、市販薬を年間12,000円以上購入した場合に所得
控除が受けられる制度です。同居するご家族の分も合算
できます。

通年利用可能！

ぜひお申し込み

ください！

2月末
まで

3月末
まで

対象医薬品には
このマークが
ついています

かぜ薬

11 10



発行人＊愛知県歯科医師国民健康保険組合
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内３丁目５番１８号 　  052-962-9539　　 https://aishik.jp/発行／令和7年10月　

愛歯国保だよりNo.24

＜愛知県豊田市 香嵐渓＞　

豊田市足助町にある香嵐渓は、全国屈指の紅葉の名所です。11月のもみじまつり期間中は、ライト
アップされたもみじが織りなす幻想的な絶景を楽しめます。また、愛知県で初めて国の重要伝統的
建造物群保存地区に選定された、足助の古い町並み散策もおすすめです。

健康保険が使えるのは、治療の必要が認められる状態のときです。
次のような場合は健康保険が使えませんのでご注意ください。

治療を必要とする症状があるもの

視力に変調があって診てもらったときの
診察、検査、眼鏡の処方箋

ケガの処置のための整形手術

美容のためでなく、社会通念上治療の
必要があると認められるもの

感染している可能性がある場合の
破傷風の予防接種 など

検査の結果、医師が必要と
認めた場合の治療

妊娠高血圧症候群、異常出産など、
治療する必要があるもの

経済的理由による場合以外の
母体保護法に基づく人工妊娠中絶

仕事や日常生活にさしさわりのない
ソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきが など

回復の見込みがない
近視、遠視、乱視、斜視、
色盲 など

美容のための整形手術

身体の機能にさしさわりのない先天性疾患

予防接種や予防内服

正常な妊娠、出産

経済的理由による人工妊娠中絶

健康診断、生活習慣病検査、
人間ドック

使えません健康保険 使えません健康保険

交通事故にあった

他人の飼い犬などに
かまれた

看板などが倒れて
ケガをした

他人から暴力を受けた

外食で食中毒になった

　第三者の行為によって病気やケガをした場合は、
本来は加害者が治療費を負担します。健康保険
を使って治療を受けた場合は、当組合が治療費を
一時的に立て替え、あとから加害者に請求します。
　このような場合は、必ず「第三者行為による被害
届」を当組合に提出してください。
　また、示談をする場合は、必ず当組合にご相談
ください。

愛知県歯科医師国保組合に

必要です届け出 必要です届け出

場合健康保険が 使えない 場合健康保険が 使える

が

が

こんなときは

こんなときは
健康保険が使えますが
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